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令和３年度４月からの制服着用について（お知らせ） 

 

 春暖の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より本校の教育活動

に対し多大なるご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、本校の校舎に更衣室がないこと、新型コロナウイルス感染防止のために「密」を回避す

ることなどを勘案し、令和２年度は特例措置として、ジャージ着用での登下校・学校生活を認め

ていました。昨日、首都圏一都三県の緊急事態宣言解除が正式に決定され、２月下旬以降の山梨

県における新型コロナウイルス感染者数も大幅に減少しています。このような社会情勢に鑑み、

本校においては、来年度４月から下記の通りに、制服着用での登下校・学校生活の機会を増やす

措置をとることといたしました。 

ただし、新型コロナウイルスへの感染が再拡大などの状況の変化によっては、下記の制服着用

の措置が再度検討される可能性があることを予めご了承ください。生徒、保護者の皆様には、何

卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

  

１．基本的に、登下校・学校生活は制服着用とする。 

 

２．次の時には、学校指定のジャージ着用での登下校・学校生活をすることもできる。 

（１）体育がある日は、ジャージ登下校・学校生活でもよい。クラスごとに着用する日が

異なる。 

（２）美術、技術、学活などで特にジャージ着用が必要な日は、ジャージ登下校・学校生

活でもよい。クラスごとに着用する日が異なる。 

（３）部活動の際は各部室等で着替えるために、部活動の有無は本措置とは関係がない。 

 

 ３．本館の大規模改修によって、各階の更衣室が完成し使用が開始されたら、従前通りに

制服着用での登下校・学校生活とする。更衣室の使用開始は、令和３年度後半が予定

されている。 
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